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第１章 施設の目的及び運営方針 

 

 （目的） 

 第１条  この規程は、社会福祉法人 育生会 （以下「法人」という）が設置運営する 社

会福祉法人 育生会 ひまわり港南台（以下「施設」という）は、ユニット型（予防）

短期入所生活介護事業（以下「事業」という）の適正な運営を確保するために人員及

び管理運営に関する事項を定め、業務の適正かつ円滑な執行と介護保険法、老人福祉

法及びその他の関係法令に基づき、ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築

き、自律的な日常生活を営むことを支援する事により、利用者の心身の機能の維持並

びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 

 

 （運営方針） 

 第２条  施設は、空床居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（以下、「ユニット」

という）において指定（予防）短期入所生活介護サービス計画（以下、「施設サービス

計画等」という）に基づき、利用者一人一人の意志及び人格を尊重し、利用前の居宅

における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮を行うものとする。 

２ 利用者がその有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な

日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必

要な援助を行なうことにより、利用者の日常生活を支援するものとする。 

３ ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができる 

よう配慮して行うものとする。 

４ 利用者のプライバシーの確保に配慮して行うものとする。 

５ 利用者の自立した生活を支援することを基本として利用者の要介護状態の軽 

     減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況などを常に把握しながら 

適切に行うものとする。 

 

 

第２章 施設の名称等 

 

 （施設の名称等） 

 第３条  事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

      名 称  特別養護老人ホーム ひまわり 港南台 

所 在 地  神奈川県横浜市港南区日野南三丁目７番 10号 

電 話 番 号  045-830-3710 

ファックス番号  045-830-3713 

 

 

第３章 職員の職種、員数及び職務内容 



 

 （職員） 

 第４条  施設は、法令に基づき所定の職員を満たした上で、下記のように配置するものとす

る。 

（１）施設長(管理者)      １名（常勤兼務） 

（２）医師             １名（非常勤兼務）（嘱託医） 

（３）介護支援専門員         １名（常勤兼務） 

（４）生活相談員        １名（常勤兼務） 

（５）介護職員          ３名（常勤兼務） 

（６）看護職員         １名（常勤兼務） 

（７）（管理）栄養士      １名（常勤兼務） 

（８）機能訓練指導員      １名（常勤兼務） 

２ 前項に定めるもののほか、必要に応じ員数を変更または上記に加えその他の職員を

置くことができる。 

 

 （職務） 

 第５条  職員は、施設の設置目的を達成するため必要な職務を行う。 

（１） 施設長は、施設の業務を掌理し、業務全般を統括管理する。 

（２） 医師は、利用者の健康管理及び適切な医療行為の提供に当たるものとする。 

（３） 看護職員は、入居者及び職員の健康管理並びに保健衛生に関する業務全般に従

事し医師の指示の下、適切な処置を行うものとする。 

（４） 生活相談員は、各種事務手続きその他、利用者の入退所、生活相談及び援助に

関する業務全般に従事する。 

（５） 介護職員は、利用者の生活介護に関する業務全般に従事する。 

（６） （管理）栄養士は、利用者の食事に関する栄養管理業務全般に従事する。 

（７） 機能訓練指導員は、利用者の機能回復、機能維持に必要な訓練及び指導に関す

る業務全般に従事する。 

    ２ 施設は上記の職員のほか、法人に所属する職員は一致協力して事業の円滑な運営を

行うこととする。 

 

 

第４章 利用定員 

 

 （定員等） 

 第６条  施設入居者の入院その他により空床がある場合には、利用する事ができる。 

 

 

第５章 利用者に対するサービス内容及び利用料その他の費用額 



 

 （居宅サービス計画に沿ったサービスの提供と開示） 

 第７条  居宅介護支援事業者の作成した居宅サービス計画に沿ったサービスを提供するもの

とする。 

    ２ サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等記録するとともに、

利用者から申し出があった場合は、文書の交付などにより、その情報を提供するもの

とする。 

    ３ サービス担当者会議や受診、入院等において利用者の個人情報を用いる場合は、「社

会福祉法人育生会個人情報保護規程」に基づき開示を行うものとする。 

 

 （短期入所生活介護計画の作成と交付） 

 第８条  管理者は、概ね４日以上にわたり継続して入所する事が予定される利用者について

は、当該利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、サービス

開始から終了に至るまでの当該利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の

従事者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内

容等を記載した施設サービス介護計画を作成し、その内容について利用者又は家族に

対して説明し、当該利用者の同意を文章により得て、交付するものとする。 

 

 （サービス提供の記録と連携） 

 第９条  施設は、施設サービス計画等に則って行ったサービス提供の状況やその際の利用者

の様子を記録し、必要部署と連携をするものとする。 

    ２ 施設は、上記のサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

 

 （居室及びユニット） 

 第10条  施設が提供する居室は全室個室とする。居室は空室状況等を考慮し、施設が決定す

る。 

 

 （共同生活室） 

 第11条  共同生活室は、ユニットの利用者が交流し、心身の状況に応じて家事を行う等、共

同生活を営めるよう必要な設備・構造となっている。 

 

 （介護） 

 第12条  施設の介護は、ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、利用者の自立

支援及び 日常生活の充実に資するよう、利用者の心身状況に応じて適切な技術により

行う。 

    ２ 利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活が営むことができるよう、入浴

等適切な技術により行う。 



    ３ 利用者の心身状況に応じて、適切な方法により排泄の自立について支援、援助を行

う。 

    ４ 利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援、援助する。 

    ５ 上記の他に個々の利用者の状態に合わせ施設サービス計画書等に沿って提供するも

のとする。 

 

 （食事の提供） 

 第 13 条  食事は、栄養並びに入居者の身体状況及び嗜好を考慮したものとする。 

    ２ 食事の時間は、基本的に次の通りとする。（時間は目安とする。） 

（１） 朝食   ７時30分～ 

（２） 昼食   12時00分～ 

（３） 夕食   17時30分～ 

    ３ 食事の提供は、入居者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して行うものとする。 

 

 （社会生活上の適宜の供与等） 

 第14条  施設は利用者の嗜好に応じた趣味、教養または娯楽にかかる活動の機会を提供し、

利用者が自律的に行うこれらの活動を支援する。 

 

 （事業実施地域と送迎サービス等） 

第15条  事業実施地域は、港南区、栄区、南区、戸塚区一部、磯子区一部、鎌倉市一部、と

するが、実施地域外も相談に応じ対応を行う。実施地域以外については、別途費用を申し受け送

迎を行うこととするが、状況により実施できないこともある。 

 

 （利用料） 

第16条  施設の利用料の額は、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものと

し、当該指定介護が法定代理受領サービスであるときは、その介護保険給付額を差し

引いた額とする。 

   ２ 別紙に掲げる居室及び食事代、利用者の選択によりかかるサービスの費用について

は前項の利用料の他に別途料金の支払いを受けるもとする。ただし、その場合には事

前に入居者またはその家族に対して必要な資料を掲示し当該サービスの内容及び費用

を説明の上、利用者またはその家族の同意を得てその旨を文書にし、署名捺印を申し

受けるものとする。 

   ３ 本人負担が適当と認められる日常生活費の額は、別紙の利用料とする。 

   ４ 利用者の選択に基づく特別な食費等追加的費用は、別紙の利用料とする。 

   ５ 利用者は暦月によって、利用料を施設が指定した支払い方法にて支払うものとし、

利用開始から利用終了の利用日数によって計算するものとする。 

   ６ 利用者は、利用料を施設が定める日までに、特段の理由がない限り原則として、施

設に、施設が指定した支払い方法で支払うものとする。 



 

（緊急時の対応） 

 第17条  職員はナースコール等で利用者から、緊急の対応要請があった時は、速やかに適切

な対応を行うものとする。 

    ２ 職員はナースコール等で利用者から、緊急の対応要請があった時は、速やかに適切

な対応を行うものとする。 

 

 

第６章 施設利用にあたっての留意事項及び職員の義務 

 

 （自己選択の生活と共同生活への尊重） 

 第18条  利用者は、自らの希望と選択に基づき生活を送ることを原則とするが、共同生活で

あることも深く認識し、施設の秩序を保ち相互の親睦に努めるものとする。 

 

 （外出） 

 第19条  利用者は、利用中に外出しようとする時は、所定の用紙に記載し、育生会に届出す

るものとする。 

 

 （面会） 

 第20条  利用者が外来者と面会しようとする時は、外来者が玄関の備えつけの台帳にその氏

名を記録するものとする。施設長は特に必要があるときは面会の場所や時間を指定す

ることができるものとする。面会時に持参した物品、食品、薬等は、必ず職員に伝え

るものとする。 

 

 （衛生保持） 

 第21条  利用者は施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持を心掛け、また、施設に協力す

るものとする。 

    ２ 施設は使用する食器その他の設備または飲用水について、衛生的な管理に努め衛生

上必要な措置を講ずるとともに医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。 

 

 （感染症・食中毒対策） 

 第22条  施設において、感染症・食中毒が発生、まん延しないように、次に掲げる措置を講

ずるものとする。 

（１） 感染症・食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を策定し、対策委員会

にて随意見直すこと。 

（２） その他関係通知を遵守、徹底する。 

 

 （介護事故発生時の対応及び防止等） 



 第23条  施設は、サービス提供中に、利用者の事故が発生したときは、迅速かつ適切な対応

により円滑かつ円満な解決につとめるものとする。 

（１） 介護事故が発生した場合、まず利用者に対して可能な限りの緊急措置や医療

機関への搬送等の処置を講じるものとする。 

（２） 介護事故により事業所が賠償責任を負った場合は、誠意をもって利用者及び

家族等に対し補償するものとする。 

 

 （施設内の禁止行為） 

 第24条  利用者及び職員は、施設内で次の行為をしてはならない。 

（１） けんか、口論、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑をかけること。 

（２） 政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の権利・自由を侵

害したり、他人を誹謗、中傷、排撃したりすること。 

（３） 指定した場所以外で火気を用いること。 

（４） 所定場所以外での喫煙をすること。 

（５） 施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 

（６） 故意又は無断で、施設もしくは備品に損害を与え、またはこれらを施設外に

持ち出すこと。 

 

 （利用上の注意） 

 第25条  施設に入所または退所する場合は、原則として月～金曜日の午前９時から午後４時

までの間に行うものとする。ただし、特別な事情によりやむを得ない場合は、利用者

または家族等と施設との間で協議、調整のうえ、決定するものとする。 

 

 （秘密の保持） 

 第26条  施設職員は正当な理由なく業務上知り得た利用者または家族等の秘密を漏らさな

い。退職後も同様とし、秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講ずるものとす

る。 

    ２ 施設は居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する場合はあら

かじめ文書により入居者の同意を得るものとする。 

 

 

第７章 非常災害対策 

 

 （災害、非常時対策） 

 第27条  施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害に備えるため定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行う。 

 

 



第８章 その他の運営についての重要事項 

 （身体拘束等） 

 第28条  施設は入居者又は他の入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体拘束その他の入居者の行動を制限する行為を行わないものとする。万

一、緊急やむを得えない場合には家族の「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明

書」に同意を受けた時にのみ、その条件と期間内にて身体拘束等を行うことができ

る。 

 

 （内容及び手続きの説明及び同意、契約） 

 第29条  利用にあたっては、あらかじめ、利用申込者及びその家族等に対し、重要事項説明

書、契約書を交付して説明を行い、利用申込者との同意の上、契約書を締結するもの

とする。 

 

 （苦情対応） 

 第30条  施設は、提供した施設サービスに関する利用者から苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、苦情を受け付けるための窓口を設置し、苦情を受け付けたときには速やかに

事実関係を調査するとともに、対応の結果について利用者に報告するものとする。 

    ２ 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。 

    ３ 施設は、提供した施設サービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若し

くは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入居者から

の苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導または助言

を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。 

    ４ 施設は、提供した施設サービスに関する利用者からの苦情に関して、国民健康保険

団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導また

は助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。 

    ５ 施設は、苦情を申し立てた利用者に対していかなる差別的な取り扱いも行ってはな

らない。 

 

 （研修） 

 第31条  施設は職員の資質向上を図るために、研修の機会を次の通り設けるものとし、業務

体制の整備を行うものとする。 

（１） 新規採用時研修（おおむね採用後６ケ月以内）への参加。 

（２） 内部の継続研修（感染対策、事故発生防止、褥瘡対策、身体拘束廃止、看取り

介護等）への参加。 

（３） 行政及び全国社会福祉協議会、神奈川県社会福祉協議会、横浜市社会福祉協議

会等主催の外部研修への参加。 

（４） その他必要に応じ随時の研修への参加。 

 



 （その他） 

 第32条  この規程に定められていない事項については協議のうえ、決定し必要な事項は別に

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

（施行） 

 この規程は2019年５月１日から施行する。 

附 則 

（施行） 

 この規程は2019年10月１日から施行する。 

附 則 

（施行） 

 この規程は2020年５月１日から施行する。 

附 則 

（施行） 

 この規程は2021年８月１日から施行する。 

附 則 

（施行） 

 この規程は2022年10月１日から施行する。 

附 則 

（施行） 

 この規程は2023年６月１日から施行する。 

附 則 

（施行） 

 この規程は2024年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ショートステイ料金表（介護予防含む） 
 

１．利用料金表（１日あたり） 

施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります） 

 
基本報酬 

（単位） 

加算 

★ 

（単位） 

単位合計 

（1 日） 

処遇改善 

加算 

（Ⅰ） 

特定処遇 

改善加算 

（Ⅰ） 

ベース 

アップ等 

支援加算 

1 割負担 

（円） 

2 割負担 

（円） 

3 割負担 

（円） 

要支援 1 529 30 

（1 日） 

559 

月合計 

単位数 

の 

8.3％ 

月合計 

単位数 

の 

2.7％ 

月合計 

単位数 

の 

1.6％ 

685 1369 2,053 

要支援 2 656 689 844 1,687 2,530 

要介護 1 704 

48 

（1 日） 

752 921 1,841 2,762 

要介護 2 772 820 1,005 2,009 3,013 

要介護 3 847 895 1,096 2,192 3,287 

要介護 4 918 966 1,183 2,366 3,548 

要介護 5 987 1,035 1,268 2,535 3,803 

＊1 単位は約 10.88 円です。端数処理の関係で多少の誤差が生じます。おおよその目安として下さい。 

２．その他サービス加算内訳（単位）※は要介護１～５（要支援１・２は含まない） 

★機能訓練指導体制加算 12 
常勤・専従の機能訓練指導員を配置してい

ること 

１日 ※★夜勤職員配置加算（Ⅱ） 18 
夜勤職員の最低基準＋１名分の人員を多く

配置していること 

★サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18 
介護職員のうち、介護福祉士の割合が 60％

以上配置されていること 

３．対象者のみ係るサービス加算（単位） 

若年性認知症利用者受入加算 120 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別

に担当者を定め、特性やニーズに応じた介

護サービスを提供すること 

１日 

送迎加算 184 事業所と居宅の間の送迎を行うこと 片道 

４．今後、施設の整備が進みしだい追加予定のその他サービス加算（単位） 

看護体制加算（Ⅰ） 4 
常勤の看護師を１名以上配置されているこ

と 
１日 

療養食加算（１日に３回を限度） 8 

食事の提供が管理栄養士又は栄養士によっ

て管理され、入居者の年齢、心身の状況によ

って適切な栄養量及び内容の提供が行われ

ていること 

１回 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の開催や必要な安全対策

を講じた上で、生産性向上ガイドラインに

1 月 



基づいた改善活動を継続的に行っているこ

と 

５．介護保険外で係る費用（１日あたり）（円） 

居住費 2,006 

熱水費（基本）、修繕・維持費用等。介護保険負担限度額

認定証持参の方は認定証に記載されている費用。 

（第１段階：820 円 第２段階：820 円 第３段階：1,310 円） 

食費 1,445 

食事代内訳（朝食：305 円 昼食：570 円 夕食：570 円） 

介護保険負担限度額認定証持参の方は認定証に記載さ

れている費用（第１段階：300 円 第２段階：390 円 第３段階

①：650 円 第 3 段階②：1,360 円） 

＊テレビ使用料 100 テレビは施設でご準備いたします １日 

趣向的活動費 
実費 

レクリエーションやクラブにおいての物品

購入代 

１回 
特別食 実費 嗜好品や外注食に係る飲食代 

理美容費 
実費 

カット カット＆カラー カット＆パーマ 

パーマのみ 顔そりのみ 

特別行事費 実費 外出など特別な行事を提供する時の費用 

複写費 10 コピーを使用した場合の費用 
１枚 

写真代 50 写真現像にかかる費用 

＊テレビ以外の電化製品につきましては、ご相談の上料金を決定いたします 

６．内訳をもとにして、１日におおよそかかる費用 

（施設サービス費、その他サービス加算、居住費・食費で係る費用を合わせてあります）（円） 

 第 1 段階 

1 割負担金額 

第 2 段階 

1 割負担金額 

第 3 段階① 

1 割負担金額 

第 3 段階② 

1 割負担金額 

第 4 段階 

1 割負担金額 

第 4 段階 

2 割負担金額 

第 4 段階 

3 割負担金額 

要支援 1 1,805 1,895 2,645 4,136 4,136 4,820 5,504 

要支援 2 1,964 2,054 2,804 4,295 4,295 5,138 5,981 

要介護 1 2,041 2,131 2,881 4,372 4,372 5,292 6,213 

要介護 2 2,125 2,215 2,965 4,456 4,456 5,460 6,464 

要介護 3 2,216 2,306 3,056 4,547 4,547 5,643 6,738 

要介護 4 2,303 2,393 3,143 4,634 4,634 5,817 6,999 

要介護 5 2,388 2,478 3,228 4,719 4,719 5,986 7,254 

７．支払方法 

  毎月 15 日までに、前月分の請求書と前々月分の領収書（ご利用がある場合）を郵送にて

発行します。 

  その月の施設の期日指定日（27 日）までにお支払いください。 

  支払い方法は原則自動口座引落し及び振込でお願いしております。 

  請求書及び領収書はご本人及びご家族等から指定されたご住所へ郵送いたします。 

  領収書の再発行は行いませんので、大切に保管してください。 


